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地域における獣害対策と農協の役割
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〔要　　　旨〕

野生鳥獣をめぐっては、全国的に深刻な農作物被害が発生しており、営農意欲の減退や耕

作放棄の一因となっている。近年の獣害対策では「地域ぐるみの対策」が推奨されており、

農協の行う対策はいっそう重要になると考えられる。

獣害対策を行う 3つの農協の事例の検討から、地域ぐるみの対策における農協の役割とし

て、次のことが指摘できる。まず獣害に遭いにくい作物の新規導入は、集落環境整備におけ

る農協に特徴的な対策、獣害対策の事業化を目指す方向性の一つとして注目される。また農

協は、例えば営農指導員の巡回を活用することで、対策の技術指導を行う体制を効率的に構

築できる。一方で、人口減少が進み集落活動の組織化が困難になりつつあるなかで、どのよ

うに対策を進めていくか、また行政まかせにしないと同時に地域まかせにもしない形で、地

域の諸主体の独自性にもとづく適切な役割分担をどのように構築していくかが、今後の課題

となる。
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1　全国的な獣害の動向

（1）　農作物被害の状況

野生鳥獣の農作物被害について、農林水

産省が取りまとめている統計によると、2018

年度の被害額は157億7,800万円に上る（第

１図）。10年代初めまでは200億円を超える

規模で推移してきたが、最近の６年間は減

少傾向を示している。

この減少の要因は、対策の効果もありう

るが、次のような理由から単純に解釈する

ことができない。深刻な獣害の結果、耕作

放棄が進み、被害として計上されなくなっ

たことも、しばしば要因として指摘される

（竹内（2019））。またこの統計自体も、例え

ば市町村によって被害額の算出方法が異な

る、煩雑な被害報告が農家の負担となって

おり、正確な報告がなされてないといった

問題があるとされる（江口編著（2018））。

被害額について鳥獣の種類別にみてみる

と、獣類ではシカ、イノシシ、サルの順で

はじめに

野生鳥獣をめぐっては、全国的に深刻な

農作物被害が発生している。鳥獣害は、高

齢化の進む地域で営農意欲の減退や耕作放

棄の一因となる。また、結果として生じた

耕作放棄地が鳥獣のすみかとなり、さらな

る被害を引き起こす、という悪循環にもつ

ながりうる。このように鳥獣害は、単に直

接的な農作物の被害にとどまらない、重大

な影響を地域社会に及ぼしている。

こうした状況に歯止めをかけるため、獣

害対策が全国各地で課題となっている。こ

の獣害対策について、多くの地域では捕獲

を中心とし、行政や猟友会等を主な担い手

とする対策が行われてきたとされる。一方

で農協は、被害を受ける農業者に最も近い

存在であるにもかかわらず、獣害対策をめ

ぐる従来の議論において、積極的に独自の

対策を行う主体とみなされてきたとはいい

がたい。既存の調査研究でも、農協の対策

に焦点を合わせたものは、ごくわずかであ

る。

しかし、近年の獣害対策では「地域ぐる

みの対策」が推奨されており、そのなかで

農協の行う対策はいっそう重要になると考

えられる。そこで本稿では、農協による獣

害対策を検討する。以降では、まず全国的

な獣害の動向と関連する法制度、また対策

に関する近年の議論を整理したうえで、３

つの農協の事例をもとに、地域の獣害対策

における農協の役割を考察する。
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資料　農林水産省農村振興局「野生鳥獣による農作物被害
状況の推移」

（億円）

第1図　野生鳥獣による農作物被害の状況の
推移
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特措法」（鳥獣による農林水産業等に係る被害

の防止のための特別措置に関する法律）が制

定されている。

この法律は、市町村が中心となって獣害

対策に取り組むよう整備されたもので、地

域の被害防止計画を策定した市町村に対し

て、国が財政上の支援を講じる。ほとんど

の市町村では、同法にもとづく「鳥獣被害

防止総合対策交付金」の事業実施主体とし

て、行政の担当部署や地元猟友会、農協等

の関係機関を構成員とする鳥獣被害防止対

策協議会を設置し、対策にあたっている。

このように獣害対策に関する行政の体制

は、環境省－都道府県によるものと農林水

産省－市町村によるものが並立している。

ただし、鳥獣保護管理法にもとづく体制は

おおむね捕獲に限られ、また予算面でも農林

水産行政と比べて著しく少ない（梶（2014））。

さらに鳥獣被害防止特措法では、都道府県

が有する被害防止のための鳥獣の捕獲許可

を希望すれば市町村に委譲できるとされ、

市町村への権限の集約が図られている。

したがって獣害対策の現場にかかわるの

は、まずもって鳥獣被害防止特措法にもと

づく体制といえる。なお鳥獣被害防止総合

対策交付金の19年度の予算額は、当初・補

正予算を合わせて107億円であり、11年度以

降年間100～120億円前後で推移している。

また近年、鳥獣被害防止特措法のもとで

は、対策にかかわる狩猟者の減少・高齢化

への対応として、地域住民等によって組織

する「鳥獣被害対策実施隊」の設置、ICT

（情報通信技術）等を用いた捕獲技術の高度

多い。このうちシカによる被害は、約７割

が北海道で、牧草等の飼料作物の被害が主

である。

一方本州以南では、イノシシの被害が最

も多い。作物別には、イネ、果樹、野菜、

いも類をはじめ、全般的な被害が報告され

ている。またサルの被害は、野菜、果樹で

多い。さらに鳥類の被害もあり、鳥獣全体

の２割程度を占める。鳥類のうち約半数は、

カラスによる被害である。

このように野生鳥獣による被害は多岐に

わたるが、本稿で主に念頭に置くのはイノ

シシの被害と対策である。本稿で取り上げ

る農協でも、イノシシの被害が最も多くな

っていた。

（2）　獣害対策の法制度

野生鳥獣の管理について、歴史的には環

境省所管の「鳥獣保護法」（鳥獣の保護及び

狩猟の適正化に関する法律）のもとで対応さ

れてきた。

そのもとでは、1999年の改正から保護ば

かりでなく、生息数が著しく増加している

鳥獣の「管理」を含む計画の策定が、都道

府県においてできるようになった。また14

年の改正では、題名および目的に「管理」

が追加され現在の名称「鳥獣保護管理法」

（鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関

する法律）になったほか、都道府県または

国の捕獲事業を担う「認定鳥獣捕獲等事業

者制度」が創設されている。

一方農林水産行政では、深刻化する鳥獣

害に対応するため、07年に「鳥獣被害防止
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は、対策が行政まかせになりやすく、また

その裏返しとして「農業関係者が参加でき

ない環境が作られてきた」こと、結果とし

て「被害者である当事者（農業者）抜きの対

策になってしまう」（江口編著（2018）13頁））

ことが問題視されてきた。これには、捕獲

には原則狩猟免許が必要であるため、農業

関係者は直接対策にかかわりにくいという

ことも関係している。

こうした経緯のため、現状積極的に独自

の獣害対策を行う農協は必ずしも多くない

とみられる。全国の農協を対象にアンケー

ト調査を行った山野ほか（2017）は、地域

の獣害対策における農協のかかわりについ

て、次のように報告している。

この調査では、有効回答142件のうち８

割以上の農協の管内で鳥獣害対策が行われ

ていた。しかしその担当機関は主に行政や

猟友会で、農協がかかわるのは48.7％、ま

た農協のかかわり方としては「鳥獣被害防

止対策協議会の一員として」が主で、「対策

の主体として」かかわる農協は１割程度で

あったとされる。さらに農協が対策に取り

組む際の問題として、39.2％が「すでに他団

体が実施している」、20.6％が「農協の事業

としてなじまない」と回答している。

以上の背景には、従来の捕獲に頼った対

策のなかで、農協の果たす役割が積極的に

位置づけられてこなかったことが、原因の

一つとなっていると考えられる。

（2）　地域ぐるみの対策における農協

対して近年では、捕獲に頼らず、また行

化、捕獲した鳥獣のジビエとしての有効活

用の推進などが重点化されている。

2　地域ぐるみの獣害対策に
　　向けて　　　　　　　　

（1）　捕獲に頼った対策の問題

獣害対策の最も一般的な方法の一つに、

被害を起こす鳥獣の捕獲がある。捕獲につ

いて行政の体制では、鳥獣保護管理法上の

「管理」にもとづく捕獲事業や、鳥獣被害防

止総合対策交付金における捕獲報奨金の支

払い等を実施している。

獣害対策の従来の議論では、この捕獲に

頼った対策の問題が指摘されてきた。例え

ば鈴木（2013）は、獣害対策の現場におい

て、捕獲はシンプルでわかりやすく古典的

な方法であるため、被害農家からの要望と

して最も多く、それに応えるため、対症療

法的に捕獲が優先されてきたということを

指摘している。

また江口編著（2018）では、対策によっ

て捕獲頭数が倍増しているにもかかわらず、

被害額が減少していないこと、すなわち捕

獲一辺倒の対策では効果が薄いにもかかわ

らず、現場では捕獲頭数の増加のみが自己

目的化しているような状況があると報告し

ている。技術的にも、捕獲と被害減少との

関係は明らかではないとされる（本田・山端

（2018））。

さらに捕獲優先の対策において中心的な

主体となるのは、行政および捕獲を依頼さ

れる猟友会等である。一方こうしたなかで
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払いや、森林と農地の間への緩衝帯設置に

よる見通しの改善、さらに稲刈り後のひこ

ばえ、放置された柿の木といった鳥獣のエ

サとなるものの除去など、鳥獣を寄せつけ

ない集落の環境づくりが挙げられる。こう

した取組みは、「集落環境整備」と呼ばれ

る。

第２に、ワイヤーメッシュ柵や電気柵な

どの設置による侵入防止、また集落全体で

のサルの追い払いといった「被害防護」で

ある。防護柵の設置については、適切な方

法で行うばかりでなく、定期的な柵のメン

テナンスが必要になる。

第３に、銃器やわなによる加害個体の「捕

獲」である。例えばイノシシの対策では、

大型の捕獲おりを用いた群れ単位での捕獲

が有効な方法の一つとされる。

農協の行う対策も、これら３つの要素の

一部に位置づけられる。本稿後半の考察で

は、３つの要素それぞれについて、地域の

獣害対策における農協の役割を整理する。

3　農協による獣害対策の事例

農協の獣害対策の検討にあたって、本稿

では主に日本農業新聞データベースから事

例を抽出した。検索対象は、「JA」と「獣

害」または「獣被害」というキーワードを

含む記事である。まず収集した記事につい

て、全体的な傾向を概観しておく。

10～19年において上記のキーワードを含

む記事の総数は、3,719件であった。とくに

10年代初めは年間300件前後であったが、

政まかせにしない対策、とくに行政や猟友

会、農業関係者など地域のさまざまな立場

が連携し、それぞれが主体的に取り組むよ

うな対策のあり方が推奨されている。こう

した対策は、「地域ぐるみの獣害対策」（鈴

木（2013））とも呼ばれている
（注1）
。

地域ぐるみの対策では、農協の行う獣害

対策も重要になるだろう。農協は、被害を

受ける農業者にとって最も身近な存在の一

つであり、地域に密着した事業を行う主体

として、地域ぐるみの獣害対策においても

一定の役割が期待できる。

農協の獣害対策については、まだ十分な

調査研究がなされておらず、前述の山野ほ

か（2017）でアンケート調査の結果が報告

されている程度である。地域ぐるみの対策

に向けて、今後農協がどのような役割を果

たしうるのかについて、先進的な事例から

検討する必要がある。
（注 1） 地域ぐるみの獣害対策のモデルとなる取組
みの一つとして、三重県伊賀市で集落ぐるみの
サルの追い払い活動を行う事例がある。この活
動を実践する集落では、農家の農地管理意識が
改善したり、地域活動が活性化したりする効果
がみられる（山端（2010）、山端・九鬼・星野
（2015））。

（3）　対策の 3つの要素

地域ぐるみの対策では、捕獲に頼った対

策からの脱却という観点から、次の３つの

要素を総合的に行うことが重視されている

（九鬼・武山・岸岡（2014）、野生鳥獣被害防止

マニュアル―総合対策編―企画編集委員会

（2018））。

第１に、鳥獣の隠れ家となる茂みの刈り
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もっとも、これらの記事数にあらわれて

いるのは、あくまで日本農業新聞に取り上

げられた事例にすぎず、実際には記事とし

て報じられていない重要な事例もありうる。

このことに留意しつつ、本稿では日本農業

新聞の記事を参考に、以降の３つの農協の

事例を取り上げる。

なお本稿で取り上げる事例以外にも、農

協のかかわる特徴的な獣害対策の事例とし

て、例えばJAグループ京都では、15年に一

般社団法人「JAグループ京都有害鳥獣対策

本部」を設立し、鳥獣保護管理法にもとづ

く認定鳥獣捕獲等事業者として、積極的な

捕獲活動を行っている（日本農業新聞2016年

７月13日付）。

また高知県では、12年度から県の事業と

して、地域の獣害対策を支援する「鳥獣被

害対策専門員」を県内の農協に配置してい

る（植田（2019））。さらにJA種子屋久では、

JAグループ鹿児島の関連会社が開発した

「鳥獣害対策クラウド」を西之表市と連携

して導入、獣害の発生状況やわなによる捕

獲状況等をインターネット上で共有し、効

果的な対策に役立てている（日本農業新聞

2019年５月８日付）。

（1）　JA伊豆太陽

JA伊豆太陽は、静岡県下田市をはじめ伊

豆半島南部の６市町を管内とする農協であ

る。管内の大半は中山間地域で、かんきつ

類や野菜、花きなど少量多品目の農作物が

生産されている。19年３月末の正組合員数

は、7,181人である。

近年は400件前後と若干の増加傾向にある

（第２図）。また3,719件のうち、本文ばかり

でなく見出しに上記のキーワードを含む記

事は413件であり、少なくとも年間40件ほ

どは、農協の獣害対策に注目した記事が報

じられている。

次に同期間のブロック版・都府県版の記

事3,232件について、地域ごとに記事数の分

布をみてみると、北海道・東北地方では記

事が少なく、関東以南から中国・四国地方

で記事が多くなっている。とくに甲信越・

東海地方は、県の数が少ないにもかかわら

ず、記事数が803件と最も多い（第３図）。
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資料　日本農業新聞データベース
（注）　「JA」と「獣害」または「獣被害」を含む記事を検索。

（件）

第2図　日本農業新聞における農協の獣害関連
記事数の推移
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野生鳥獣による被害は、上記の農作物全

般で発生しており、17年度の被害額は3,780

万４千円に上る。このうち、被害の８割以

上はイノシシとシカによるもので、サル、

鳥類がそれらに次ぐ。これらの鳥獣の被害

は、かんきつ類や野菜の食害ばかりでなく、

花きでも例えば農地にシカが侵入しカーネ

ーションの新芽を食べるといった被害があ

る。

JAでは、古くは10年代初頭から、積極的

な獣害対策を実施してきた。この背景には

09年、管内の被害額が従来の倍近くに急増

したことがある。JAでは、翌年度から県の

緊急雇用創出事業を活用して、わな猟免許

取得者の雇用、地元猟友会と協力しながら

集落の調査やわなの見回り、わなの設置方

法などの技術指導、またJAが保有する箱わ

なを使った捕獲活動を行った。

こうした取組みは、県の事業終了後も、

JA独自の獣害対策に引き継がれている。現

在JAでは、次のような人的・経済的支援を

実施している。

まず人的な支援として、職員のわな猟免

許取得を促進している。JAでは営農指導員

として配置されると、基本的にわな猟免許

を取得することとなっており、その費用は

JAで負担する。なおこの免許取得は、職員

自身が捕獲活動を行うというよりも、獣害

対策に関する技術研修を主な目的としたも

のである。職員のなかには、さらに県の

「鳥獣被害対策総合アドバイザー」の認定

を受け、地域における獣害対策の普及啓発

にかかわる人もいる。

またJAでは、本店営農部営農課と３つの

営農センターに計20人弱の営農指導員が配

置されており、獣害対策についても適切な

技術指導を行える体制となっている。例え

ば農地に鳥獣が侵入した場合、営農指導員

が現地に出向き、侵入経路を特定し、適切

な防護柵の設置方法を助言するといったこ

ともあるという。

さらに経済的支援として、独自に対策資

材の購入助成を行っている。これは、組合

員が防護柵やわな等を購入する場合、費用

の一部を助成するというものである。組合

員は、行政の補助と併せてそれを使うこと

ができ、自己負担を極力抑えて電気柵等を

導入することができる。またJAの助成の手

続きは、行政のものと比べて簡単なものと

なっており、組合員のニーズに迅速な対応

ができるようになっている。

こうした経済的支援が可能になっている

背景には、管内の被害の深刻さから、JAが

積極的に獣害対策を行うことについて、組

合員の間で広く合意が形成されていること

がある。それ以外にもJAでは、鳥獣を捕獲

した人に駆除負担金を交付しており、行政

の捕獲報奨金と併せて、加害個体の捕獲を

後押ししている。また現在50基ほどの箱わ

なをJAで保有しており、捕獲に従事する人

に無料で貸し出している。

以上の対策はJA独自のものであるが、対

策を進めるなかでは、地域の他団体との連

携も欠かせない。まず行政との連携では、

JAが事務局となって管内６市町にまたがる

「伊豆地域鳥獣害対策連絡会」を設置して
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このうち、被害額が最も大きいのはイノシ

シで、獣類ではシカ、ハクビシンがそれに

次ぐ。とくにイノシシは食害のみならず、

農地で暴れて作物ににおいがついてしまい、

出荷できなくなるといった例もある。

JAあいち豊田でも、JA伊豆太陽と同様、

独自の獣害対策のなかで、職員のわな猟免

許の取得促進や電気柵等の購入支援を行っ

ている。また10年代前半には、管内の４つ

の地域で、緩衝帯の整備に関するモデル事

業を実施した。具体的には、県の担当者と

協力して農地に接する山林のやぶを刈り払

い、センサーカメラで鳥獣の侵入状況を調

査した。その結果、イノシシの出現回数が

減少するという効果が得られ、他の地域に

も緩衝帯の整備を展開していくうえで、行

政の事業化にもこぎつけることができた

（広報誌『グリーンボイス』2018年９月号）。

さらに17年度からは、管内４か所のモデ

ル地区で、ICTを用いた新型捕獲おりの実

証試験を行っている。これは、近年防護柵

が普及してきた反面で、鳥獣の個体数は減

少しておらず、総合的な対策として捕獲が

必要になったことによる。この新型おりは、

クラウド上で内部の様子を監視し、遠隔操

作で鳥獣を捕獲できるため、見回りの労力

を大幅に削減できる。また、イノシシは子

を捕獲しても、またすぐ親が子を産むため、

群れでの捕獲が重要になる。この点、新型

おりは遠隔で監視しながら、群れでおりに

入った時点で捕獲できるため、有効な対策

の一つとなっている。

このうちの一つ、足助地区の新型おりは

おり、県や市町の担当者と被害状況や対策

に関する情報を共有している。また猟友会

や住民が自発的に組織した獣害対策の団体

にも活動資金の助成を行っており、地域内

での連携を図っている。

対策を通じて近年では、10年前後のピー

ク時と比べ、管内の被害拡大に歯止めがか

かってきたとされる。この背景には防護柵

の普及があり、とくにJAの対策はその普及

に一定の貢献を果たしている。

（2）　JAあいち豊田

JAあいち豊田も、独自の獣害対策を行う

農協の一つである。その管内である愛知県

豊田市とみよし市では、水稲を中心に、桃や

梨といった果樹、野菜の生産が行われてい

る。19年３月末の正組合員数は、１万4,132

人である。

JAの管内は６割以上を中山間地域が占め

ることもあり、野生鳥獣による被害は多い。

18年の豊田市の被害額は、9,026万円に上る。

JAが貸し出している箱わな
（JA伊豆太陽広報誌より）
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しているほか、中山間地域の営農センター

でも独自に企画している。さらに生産者部

会や集落の会合でも、被害状況や対策の方

法について周知している。このようにJAで

は、集落に積極的に入っていくことを重視

しているという。

（3）　JAかながわ西湘

JAかながわ西湘は、小田原市をはじめ神

奈川県西部の２市８町を管内とする。正組

合員数は１万684人（20年３月末）、管内の沿

岸部ではかんきつ類、山間部では茶、また

梅や米の生産が盛んである。

野生鳥獣の被害は、イノシシが圧倒的に

多いが、ニホンザル、ニホンジカ、ハクビ

シンなどによる被害も少なくない。獣害に

遭いやすい農作物は、かんきつ類やいも類

である。神奈川県の調べによれば、18年度

の管内の被害額は4,104万円に上る。

こうした被害状況の調査について、他の

事例では主に市町村が実施していたが、JA

かながわ西湘をはじめ神奈川県内のJAで

は、JA自身が積極的に調査にかかわってお

り、被害届の提出を促している。これは、

被害状況をきちんと把握できていないと、

対策の要望ができないという問題意識によ

るもので、JAかながわ西湘では広報誌や各

種会合で調査への協力を呼びかけるばかり

でなく、職員が電話でのヒアリングも行っ

ている。

またJAグループ神奈川では、一定規模以

上の販売農家に対して、電気柵や箱わな等

の購入助成を行っており、それに満たない

17年９月の設置後、年間10頭近いイノシシ

やシカの捕獲実績を上げてきた。JAでは、

こうした実績をつくったうえで、今後行政

に本格導入を要望し、普及を図っていく計

画である。

以上のようにJAでは、独自の対策にもと

づきながら、行政に対してさまざまな働き

かけを行っている。これまでも、捕獲後に

安全に個体を処理するための電気止め刺し

の導入や通年での駆除の許可を要望し、実

現してきた。

また地域ぐるみの獣害対策では、住民自

身が主体的に対策にかかわることが重要と

なっている。このなかでJAは、対策にかか

わる住民の意識づくりを後押しするため、

農家向けの研修会を活発に開催している。

この研修会は、JA全体では年２回ほど実施

足助地区の新型捕獲おり（筆者撮影）
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急増しており、植生劣化や森林破壊が懸念

されるとともに、農作物被害が深刻化して

いる。こうした状況については、地元の

NPO法人「小田原山盛の会」とともに、行

政やJAが連携して対策を講じている。

さらにJAでは、獣害に遭いにくい作物と

して、18年度よりレモンの産地化に積極的

に取り組んでいる。この背景には、以前か

らラッキョウやニンニク、ボタン桜など、

獣害を受けにくい作物の新規導入を図って

きた経緯がある。とくにレモンは、温州み

かんと比べても省力的な栽培が可能とされ

る。JAでは生産者拡大のため、18年度から

苗木の購入費の一部助成を行っている。ま

た20年１月には、管内で生産されるレモン

のブランド名が、「湘南潮彩レモン」に決定

された。

4　地域の対策における農協
　　の役割　　　　　　　　

以上、獣害対策について３つの農協では

さまざまな取組みが行われていた。本節で

はそれらの取組みを、「集落環境整備」「被

小規模販売農家に対しては、JAかながわ西

湘が独自に、電気柵とくくりわなの購入を

補助している。20年度には、新たにわな管

理用ICT機器の一部購入助成制度を設けた。

これは、農業者が行うイノシシなどの捕獲

活動について、わな設置場所の見回りにか

かる労力を軽減するためのものである。ま

た、JA職員が組合員の電気柵設置に協力す

る事業もスタートさせている。

さらにJAかながわ西湘の獣害対策におい

て特徴的なのは、小田原市と足柄上地域で、

地域の鳥獣被害防止対策協議会（以下「協議

会」という）の事務局を担当していることで

ある。地域の協議会の事務局は、一般に市

町村の農政課等が担当することが多いとみ

られる。一方で小田原市の場合は、80年代

にサルの被害が深刻化したこともあって、

JAが獣害対策にかかわるようになり、それ

が現在の協議会に引き継がれている。南足

柄市をはじめ１市５町からなる足柄上地域

の協議会も、同様の経緯をもつ。

協議会の事務局を担当するなかで、JAは

地域全体の獣害対策について、検討段階か

ら中心的にかかわっている。とくに協議会

では、集落座談会などで上がってきた農家

の声を、できるだけ行政等に届けるように

しているという。例えば最近では、農家が

捕獲したイノシシ等の止め刺しを猟友会に

依頼する場合の費用助成について、働きか

けを行ってきた。事務局を担当しているこ

とで、行政や猟友会と直接調整しやすい関

係性を構築できているとされる。

また近年では、箱根山地のニホンジカが

西湘産の新たなブランドとして注目を集める
「湘南潮彩レモン」（JAかながわ西湘提供）
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で、農業者の所得増大にもつなげることが

できる。

近年の獣害対策では、例えばジビエとし

ての有効活用など、対策を地域活性化の文

脈で捉え直し、事業化を目指す方向性が注

目されている（鈴木（2017））。獣害を受けに

くい新規作物の導入も、そうした方法の一

つに位置づけられる。

次に、柵による侵入防止や追い払いとい

った「被害防護」に関する農協の取組みと

して、独自の資金助成による電気柵等の購

入支援や、営農指導員による対策の技術指

導体制が挙げられる。

対策資材の購入支援は、鳥獣被害防止総

合対策交付金にもとづき地域の協議会でも

実施されているが、ほとんどの場合、例え

ば費用の２分の１といった一定の自己負担

が求められる。この自己負担分を軽減する

うえで、農協の助成がもつ意義は小さくな

い。独自の助成を行う農協の管内では、防

護柵の普及が進んでいた。なおこうした助

成の前提には、農協の行う獣害対策につい

て、組合員間で広く合意形成がなされてい

る必要がある。

また、とくに営農指導員が適切な防護柵

の設置方法について助言するといった、対

策の技術指導を行う体制の構築は、農協の

独自性を生かした獣害対策のあり方の一つ

となりうる。この点、市町村の担当者は他

の業務との兼任で獣害対策を担当している

ことが多く、現場での相談対応まで手が回

らないということが少なくない。

対して農協の営農指導員は、巡回をはじ

害防護」「捕獲」という獣害対策の３つの要

素にもとづき整理していく。そのなかでは、

地域ぐるみの対策における農協のかかわり

方、とくに重要と思われる農協の役割につ

いて考察したい。

（1）　 3つの対策の要素にもとづく整理

まず、鳥獣を寄せつけない集落の環境づ

くりを図る「集落環境整備」について、農

協では緩衝帯の整備に関するモデル事業、

農家向け研修会の積極的な開催、獣害に遭

いにくい作物の新規導入といった取組みを

実施していた。

集落環境整備では、放置された稲刈り後

のひこばえや柿の木の除去など、集落生活

のなかで従来無意識に行ってきた行動を見

直すことが、対策の契機となる。この点、

研修会の積極的な開催は、地道な取組みで

はあるものの、農家自身が主体的に対策に

かかわる意識を形成していくうえで、重要

な意義をもつと考えられる。

また獣害を受けにくい作物の導入は、集

落環境整備のなかで、農協の特徴的な取組

みの一つといえる。こうした取組みは、行

政や猟友会といった地域の他の主体とは異

なる、農協ならではの対策でありうる。

さらにこれまでの獣害対策は、第一義的

には金銭的、労力的に単なるコストとして

捉えられがちであった。一方で新規作物導

入の取組みは、鳥獣を寄せつけない環境づ

くり、また鳥獣のすみかとなる耕作放棄地

の発生を未然に防ぎつつ、同時に新規作物

のブランド化や商品開発に発展させること
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め、日ごろから現場に出向き、組合員と接

する機会をもつ。わな猟免許取得やアドバ

イザーの認定といった職員の技術研修を促

すことで、農協は獣害対策についても適切

に相談対応が可能な体制を、効率的に構築

できると考えられる。

最後に加害個体の「捕獲」については、

駆除負担金の交付や箱わなの貸出し、モデ

ル地区での新型捕獲おりの実証試験が行わ

れていた。

とくに新型捕獲おり等のICTを用いた機

器は、効率的に対策を実施するための打開

策として、近年獣害対策のなかでも有望視

されている。しかし、現状それらの機器は

非常に高価であり、個人で導入するのは困

難である。対して、個々の組合員が出資し

合い一定の規模で事業を運営する協同組合

であれば、こうした機器も組合員内での適

切な合意形成を図ったうえで、ある程度導

入することが可能である。

もっとも農協の予算も限られており、多

くを導入することはできないとみられる。

しかし、モデル事業での実証試験を通じて

一定の実績をつくることで、今後の行政で

の導入を促すことができる。またこのよう

にして導入が進んだ結果、将来的には機器

自体も安価になり、さらに普及が進むとい

った効果も期待できる。農協は、こうした

新技術の普及の初期段階において、重要な

役割を果たしうる。

以上のように獣害対策の３つの要素につ

いて、農協は多くの役割を果たしうる。な

お捕獲は、第一義的には猟友会等の役割と

いう性格が強いが、集落環境整備と被害防

護については、とりわけ獣害を受けにくい

作物の導入や対策の技術指導体制の構築と

いった取組みを通じて、地域の他の主体と

は異なる、農協の独自性を生かした対策が

可能と考えられる。

また集落環境整備は、ある程度個人での

対応が可能な被害防護や捕獲と比べて、集

落単位での取組みが必要になるため、なか

なか対策が進みにくいという側面がある。

このように対策が進みにくいことの背景に

は、人口減少が進むなかで、集落活動が困

難になっている、農家によって被害の程度

に濃淡があるため、一体としての行動が難

しいといったことがある。集落活動の組織

化自体が困難になりつつあるなかで、どの

ように集落の機能を維持し、獣害対策を進

めていくかについては、今後さらなる検討

が必要であろう。

（2）　組合員の声を届ける役割

さらに３つの要素以外で、農協が果たし

ていた重要な役割として、組合員の声を地

域の協議会や行政、猟友会に届けるという

ことがある。農協は、獣害の被害者たる農

業者にとって、最も身近な存在の一つであ

り、地域全体の獣害対策について、さまざ

まな要望を受けやすい。

独自の獣害対策を行う農協では、これら

組合員の要望を積極的に協議会に伝え、地

域の他団体との調整を図っていた。具体的

には、電気止め刺しの導入について行政に

働きかけを行ったり、通年での駆除の許可
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で、それぞれの適切な役割分担のあり方に

ついて、多様な地域の状況を踏まえながら

整理していくことが、重要な課題の一つと

なると考えられる。

おわりに

本稿では農協による獣害対策と、地域ぐ

るみの対策における農協の役割について検

討してきた。従来、捕獲に頼った対策が進

められてきたなかで、農協が地域の獣害対

策に果たす役割は、積極的に位置づけられ

てこなかった。

一方本稿で取り上げた農協では、さまざ

まな獣害対策を実施しており、とくに集落

環境整備や被害防護については、農協の独

自性を発揮した取組みを行っていた。この

ように農協は、地域ぐるみの獣害対策のな

かでも、他の主体とは異なる、重要な役割

を果たしうる。

他方で、集落活動の組織化自体が困難に

なりつつあるなかでの対策のあり方や、地

域の各主体の独自性を明確化したうえでの

適切な役割分担をはじめ、さらに検討が必

要な課題も示唆された。農協の獣害対策に

ついては、まだ全体像が明らかになってお

らず、本稿でも少数の先進的事例を検討し

たにすぎない。今後も検討を深め、有効な

地域ぐるみの対策のあり方について明らか

にしていく必要がある。
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は行政独自のものであり、民間の主体が代

替することはできない。今後の議論では、

こうした各主体の独自性を明確化したうえ
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